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公益法人に対する支出の点検・見直しについて 

（独立行政法人から公益法人に対する支出） 
平成２４年９月 

国 土 交 通 省 

１．経緯及び趣旨 

各府省は、「公益法人に対する支出の公表・点検の方針について」（平成 24 年 6 月 1 日行

政改革実行本部決定）に基づき、国からの支出のうち一定額以上のものや同一法人に継続

支出されているもの等について、毎年度点検・見直しを行うこととされたところ。 

 独立行政法人に対しても同様に毎年度点検・見直しを行うよう要請することとされてお

り、その結果は各府省及び各法人において公表することとされている。今回、これを踏ま

え、各独立行政法人において契約監視委員会等第三者の視点による点検・見直しを実施し

たものを取りまとめた。 

 

２．点検・見直し対象の概要（平成２３年度支出） 

独立行政法人から公益法人に対する平成 23 年度の支出のうち点検・見直しの対象となる

ものは、全体で 339 件、72 億円となっており、詳細は以下のとおり。 

表１．点検・見直しの対象となる平成 23 年度支出の概要 

 点検・見直しの対象となる 

平成 23 年度の支出 

件数 金額 

契約による支出 193 件 6,741 百万円 

契約以外の支出 146 件 472 百万円 

合  計 339 件 7,214 百万円 

点検・見直し対象となる契約による平成 23 年度支出 193 件のうち、継続支出1に該当す

る支出は 145 件（75.1％）、一者応札については 98 件（50.8％）となっている。 

 

                                                  
1 継続支出：同一法人に対する同一・類似内容の前年度以前からの継続的な支出 

1 件あたり

1,000 万円以

上の支出 

1 件あたり 1,000 万円未満の支出 

で右のいずれかに該当するもの 

右のいずれかに 

該当するもの 

84 件、5,986 百万円

継 続 支 出 65 件、5,502 百万円

競争性のない随意契約 4 件、95 百万円 

一 者 応 札 45 件、1,518 百万円

継 続 支 出 80 件、368 百万円 

競争性のない随意契約 35 件、147 百万円 

一 者 応 札 53 件、271 百万円 

該当なし 10 件、284 百万円 

99 件、472 百万円 

94 件、6,269 百万円

193 件、 

6,741 百万円 

契約に 

よる支出 

契約以外の支出 （継続支出にのみ該当） 146 件、472 百万円 

＜点検・見直し対象となる平成 23 年度支出の内訳＞ 
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法人別に見た場合、契約による平成 23 年度支出のうち点検・見直し対象となるものは、

都市再生機構（60 件、52 億円）、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（58 件、8億円）、自動

車事故対策機構（20 件、4億円）、水資源機構（18 件、1億円）等となっている。 

また、会費等契約以外の平成 23 年度支出のうち点検・見直し対象となるものは、鉄道建

設・運輸施設整備支援機構（45 件、435 百万円）、都市再生機構（29 件、10 百万円）、水資

源機構（21 件、4百万円）、住宅金融支援機構（19 件、8百万円）等となっている。 

 

表２．各独立行政法人における点検・見直し対象となる平成 23 年度支出の概要（契約） 

法人名 

点検・見直し対象となる支出 

  

1,000 万円以上 1,000 万円未満 

計 

継
続
支
出 

競
争
性
の
な
い

随
意
契
約 

一
者
応
札 

該
当
な
し 

計 

継
続
支
出 

競
争
性
の
な
い

随
意
契
約 

一
者
応
札 

土木研究所 
7 件 3 件

3 件 - 3 件 - 
4 件 

4 件 - 3 件
82 百万円 68 百万円 14 百万円 

交 通 安 全 環 境 研

究所 

4 件 - 
- - - - 

4 件 
2 件 - 4 件

18 百万円 - 18 百万円 

海 上 技 術 安 全 研

究所 

1 件 - 
- - - - 

1 件 
1 件 - - 

9 百万円 - 9 百万円 

港 湾 空 港 技 術 研

究所 

1 件 - 
- - - - 

1 件 
1 件 - 1 件

1 百万円 - 1 百万円 

電子航法研究所 
2 件 - 

- - - - 
2 件 

- - 2 件
5 百万円 - 5 百万円 

航空大学校 
1 件 1 件

1 件 - 1 件 - 
- 

- - - 
25 百万円 25 百万円 - 

自動車検査 
14 件 - 

- - - - 
14 件 

14 件 5 件 9 件
56 百万円 - 56 百万円 

鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 

58 件 31 件
17 件 - 28 件 1 件

27 件 
14 件 5 件 22 件

780 百万円 629 百万円 150 百万円 

国 際 観 光 振 興 機

構 

1 件 - 
- - - - 

1 件 
- - 1 件

7 百万円 - 7 百万円 

水資源機構 
18 件 1 件

1 件 - 1 件 -
17 件 

17 件 2 件 7 件
89 百万円 24 百万円 65 百万円 

自 動 車 事 故 対 策

機構 

20 件 6 件
5 件 2 件 - 1 件

14 件 
14 件 14 件 - 

395 百万円 303 百万円 92 百万円 

都市再生機構 
60 件 52 件

38 件 2 件 12 件 8 件
8 件 

7 件 4 件 3 件
5,261 百万円 5,221 百万円 39 百万円 
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法人名 

（前ページ 

からの続き） 

点検・見直し対象となる支出 

  

1,000 万円以上 1,000 万円未満 

計 

継
続
支
出 

競
争
性
の
な
い 

随
意
契
約 

一
者
応
札 

該
当
な
し 

計 

継
続
支
出 

競
争
性
の
な
い 

随
意
契
約 

一
者
応
札 

日 本 高 速 道 路 保

有・債務返済機構 

1 件 - 
- - - - 

1 件 
1 件 - 1 件

7 百万円 - 7 百万円 

住 宅 金 融 支 援 機

構 

5 件 - 
- - - - 

5 件 
5 件 5 件 -

8 百万円 - 8 百万円 

合   計 
193 件 94 件

65 件 4 件 45 件 10 件
99 件 

80 件 35 件 53 件
6,741 百万円 6,269 百万円 472 百万円 

※建築研究所、航海訓練所、海技教育機構、空港周辺整備機構、海上災害防止センター、奄美群島振興開発

基金については、点検・見直し対象となる平成 23 年度の支出はなかった。 

 

表３．各独立行政法人における点検・見直し対象となる平成 23 年度支出の概要（契約以外） 

法人名 計 
契約以外の支出の内容 

会費 助成金 その他 

土木研究所 
11 件

- - 11 件
2 百万円

海上技術安全研究所 
6 件

6 件 - - 
2 百万円

港湾空港技術研究所 
1 件

1 件 - - 
0.1 百万円

電子航法研究所 
4 件

4 件 - - 
0.5 百万円

航海訓練所 
1 件

1 件 - - 
0.2 百万円

航空大学校 
1 件

1 件 - - 
0.1 百万円

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
45 件

11 件 3 件 31 件
435 百万円

水資源機構 
21 件

21 件 - - 
4 百万円

自動車事故対策機構 
4 件

- - 4 件
8 百万円

都市再生機構 
29 件

23 件 - 6 件
10 百万円
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法人名 

（前ページからの続き） 
計 

契約以外の支出の内容 

会費 助成金 その他 

日本高速道路保有・債務返済機構 
4 件

3 件 - 1 件
3 百万円

住宅金融支援機構 
19 件

13 件 - 6 件
8 百万円

合   計 
146 件

84 件 3 件 59 件
472 百万円

※建築研究所、交通安全環境研究所、海技教育機構、自動車検査、空港周辺整備機構、海上災害防止センタ

ー、奄美群島振興開発基金については、点検・見直し対象となる平成 23 年度の支出はなかった。 

※支出の内容のうち「助成金」には、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の鉄道駅耐震補強事業に対する補助

（178 百万円）（同事業への補助は平成 23 年度で終了）、鉄道技術開発（リニア）に対する補助（240 百万

円）が該当する。 

※支出の内容のうち「その他」には、主なものとして図書購入費や講習会参加費等が該当する。 

 

３．点検・見直し結果の概要 

・点検・見直し対象である契約による平成 23 年度支出 193 件のうち、157 件について、平

成 24 年度支出において入札方式・要件の見直し等を実施することとしている（平成 23

年度限りの支出を含む）。 

・点検・見直し対象である会費等契約以外の平成 23 年度支出 146 件のうち、78 件につい

て、平成 24 年度から当該支出の廃止や支出規模の縮減等を実施することとしている。 

・特に、独立行政法人から公益法人に対する会費支出については、全 84 件のうち、32 件

について支出の廃止、34 件について支出額の縮減を実施予定。 

 

○ 各独立行政法人の契約監視委員会等における主な点検結果の概要 

[契約による支出] 

国土交通省所管の独立行政法人 20 法人のうち、点検・見直し対象となる支出（契約）

がある 14 法人において、各独立行政法人に設置された契約監視委員会等において点検・

見直しを実施したところ、主な意見等は以下のとおり。 

・ 機構が既に行っている改善策（必要とする業務経験期間の緩和、事前公表時期の前倒

し等）に加え、公募情報の周知強化の観点から、過去の入札参加者等に公募情報を提

供することにより、入札参加者の拡大に努めるようにすべき。（都市再生機構） 

・ 競争性を高めるための取組を行っているものの、結果として１者応札となっている契

約があることから、引き続き、入札要件の緩和や公告期間の十分な確保等、競争性の

確保に努めるべき。（土木研究所） 

・ 自動車審査業務にかかる測定については、特殊な機器が必要となることから、入札参

加者が限られてしまうのはやむを得ないが、引き続き、入札資格要件の撤廃や可能な
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限りの公告期間の延長を行う等、競争性の確保に努めるべき。（交通安全環境研究所） 

・ 一般競争により入札を行ったものの、再入札をしても落札者がなく、随意契約を行う

こととなった契約について、平成 24 年度分の契約からは、競争参加資格の等級を拡

大するよう見直しを実施すべき。（海上技術安全研究所） 

 

[契約以外の支出] 

国土交通省所管の独立行政法人 20 法人のうち、点検・見直し対象となる支出（契約以

外）がある 12 法人において、各独立行政法人に設置された契約監視委員会等において点

検・見直しを実施したところ、主な意見等は以下のとおり。 

・ 会費以外の支出として、研究発表会参加料、論文投稿料等の支出が行われているが、

研究発表会等への参加については、甚だしく高額な参加費であるもの等については支

出がなされないよう、所属グループ長の事前承認を実施しており、引き続き、当該取

組を継続すべき。（土木研究所） 

・ 業務を遂行する上で必要な情報収集を行うために支出している会費について、必要と

なる機会毎に研修会への参加を申し込むことで対応可能なものについては会費とし

ての支出を廃止すべき。（港湾空港技術研究所） 

・ 本社、支社それぞれにおいて同一法人に対し会費を支出しているものについては、本

社分のみに限るなど最低限の支出とすべき。（鉄道建設・運輸施設整備支援機構） 

 

表４．点検結果を受けた平成 24 年度からの見直し内容（契約） 

 平成 24 年度からの見直し内容 平
成
２
３
年
度
限
り
（平
成
２
４
年
度
支
出
な
し
） 

よ
り
競
争
性
の
高
い
契
約
形
態
へ
の
見
直
し 

仕
様
書
内
容
の
見
直
し 

入
札
参
加
要
件
の
緩
和 

公
告
期
間
の
十
分
な
確
保 

業
務
等
準
備
期
間
の
確
保 

契
約
情
報
提
供
の
充
実 

そ
の
他 

競争入札 

（公共工事） 
- 14 件 - 14 件 - 19 件 - 3 件

競争入札 

（物品・役務等） 
- 2 件 2 件 2件 2件 34 件 - 2 件

随意契約 

（公共工事） 
- - - - - 9 件 - 2 件

随意契約 

（物品・役務等） 
1 件 1 件 6 件 31 件 - 4 件 17 件 24 件

合  計 1 件 17 件 8 件 47 件 2 件 66 件 17 件 31 件
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表５．点検結果を受けた平成 24 年度からの見直し内容（契約以外） 

 

平成 24 年度からの見直し内容 

支出の 

廃止 
支出額の縮減 その他 

契約以外 

の支出 

36 件 35 件 7 件 

188 百万円 15 百万円 2 百万円 

 

会費 
32 件 34 件 1 件 

9 百万円 14 百万円 0.1 百万円 

助成金 
2 件 - - 

178 百万円 - - 

その他 
2 件 1 件 6 件 

0.4 百万円 0.3 百万円 2 百万円 

 



7 
 

＜参考資料＞公益法人に対する支出の点検・見直しに関する各独立行政法人における 

契約監視委員会等の開催状況 

 

法人名 第三者委員会名 開催日程 

点検・見直し 

対象となる支出 

契約 契約以外 

土木研究所 契約監視委員会 （持ち回り） ○ ○ 

交通安全環境研究所 契約監視委員会 （持ち回り） ○ － 

海上技術安全研究所 独法評価委員会 8 月 7 日 ○ ○ 

港湾空港技術研究所 契約監視委員会 （持ち回り） ○ ○ 

電子航法研究所 契約監視委員会 （持ち回り） ○ ○ 

航海訓練所 独法評価委員会 7 月 24 日 － ○ 

航空大学校 契約監視委員会 8 月 8 日 ○ ○ 

自動車検査 契約監視委員会 （持ち回り） ○ － 

鉄道建設・運輸施設

整備支援機構 
契約監視委員会 （持ち回り） ○ ○ 

国際観光振興機構 契約監視委員会 8 月 2 日 ○ － 

水資源機構 契約監視委員会 8 月 21 日 ○ ○ 

自動車事故対策機構 契約監視委員会 8 月 20 日 ○ ○ 

都市再生機構 契約監視委員会 8 月 6 日 ○ ○ 

日本高速道路保有・

債務返済機構 
契約監視委員会 （持ち回り） ○ ○ 

住宅金融支援機構 契約監視委員会 （持ち回り） ○ ○ 

※建築研究所、海技教育機構、空港周辺整備機構、海上災害防止センター、奄美群島振興

開発基金については、点検・見直し対象となる平成 23 年度の支出はなかった。 


